
第５８号議案 

 

   東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する

条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２２年９月１０日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、特別養護老人ホーム千束を設置する等のため提出し

ます｡



   東京都台東区立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する 

   条例 

 

東京都台東区立特別養護老人ホーム条例（平成１２年３月台東

区条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「介護福祉施設サービス」の次に「、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護」を加える。  

 第８条第２項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第

１号の次に次の１号を加える。  

(２) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 要介護状

態区分、ホームの所在する地域等を勘案して算定される地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要する平均的な費

用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日

常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。）の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の

額とする。） 

 別表に次のように加える。 

東京都台東区立

特別養護老人ホ

ーム千束 

東京都台東区千束

三丁目２８番１３

号 

２９人 ２人 

   付 則  

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  


